
 

 
 

令和８年６月発行 名古屋市シルバー人材センター 

大規模地震、悪天候時等の就業対応について 

大規模地震発生時（南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒」発表時含）や、

台風の接近や大雨等による警報等の発令時は、次のとおり対応をお願いしま

す。 
 

会員の皆様へ 
 

震度 5 強以上の地震発生時や『南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）』が

発表された場合 

  会員の居住区または就業先の区に震度5強以上の地震が発生した場合や『南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）』が発表された場合は、以下のとおり

対応をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①の場合、身の安全の確保を優先してください。避難が必要な場合は、経路の

安全を確認し指定緊急避難場所へ避難してください。その後発注者様に就業

を中止することを各自で連絡し、了解を得てください。 
 

②の場合、揺れが収まってから、発注者様と相談し、帰宅経路の安全が確認で

きてから帰宅してください。交通途絶や帰宅経路の安全が確認できない時は、

指定緊急避難場所へ避難してください。 
 

 ③の場合、速やかに事前避難を行ってください。その後、発注者様に就業を中 

 止することを各自で連絡し、了解を得てください。 
 

※１ 就業の再開は被災状況によります。発注者様と相談し決めてください。 
 

※２ いずれの場合も、センターに報告をお願いします。 

 

★ 地震発生時 

① 就業前に「震度５強以上」の地震が発生した場合 

② 就業中に就業先の区で「震度５強以上」の地震が発生した場合 

→いずれも、当日の就業を中止してください。 

 

★ 『南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）』が発表 

③ 会員の居住地もしくは就業先が、事前避難対象地域となっている場合 

 →就業を中止してください。 

④ 事前避難対象地域以外の場合 

 →就業は継続してください。ただし、地震発生には留意してください。 



 

 
 

気象等の警報及び避難情報が発令された場合 

 就業開始時間の２時間前以降に、 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＜お願い＞ 

就業前に上記の警報等が発表されたら、発注者様にその日の就業を中止す

ることを必ず各自で連絡し、了解を得たあと、支部にも報告してください。 
 

就業中に上記の警報等が発表された場合も同様とします。屋内作業などで

は、安全状況を確認のうえ、その場にとどまるなど適切な対応をしてくださ

い。 
 

・ 就業開始２時間前以降に会員さんが住んでいる地域に、名古屋市が「避難 

 情報警戒」レベル３以上を発令した（されている）場合支部に連絡をして速 

 やかに避難してください。 

 

・ 就業中に、会員さんが住んでいる地域に名古屋市が「避難情報」警戒レベ 

 ル３以上を発令した場合、支部に連絡し対応を相談してください。 

 

※１ 発注者様との契約内容により発令時の対応が異なる就業があります。 

その場合は事務局の指示に従い対応をお願いします。 

 

※２ 台風の進路など、情報収集に努めてください。 

 

 

★ 名古屋市防災アプリのご案内 

  名古屋市防災アプリとは、地震や大雨に関する情報、避難情報などがプッ 

 シュ通知で受け取れる等、災害への備えや災害時に役立つ多くのコンテン 

 ツを利用できるアプリです。ぜひ活用してください。 

   
 
                  
                    詳しくはこちらから→ 

○ 気象庁が、名古屋市域に「特別警報」を発表した場合 
 

○ 気象庁が、尾張東部の「暴風警報」「暴風雪警報」を発表した場合 
 

○ 名古屋市が、会員の居住地または就業場所のある学区に「避難情報」

警戒レベル３（高齢者等は避難）」以上を発令した場合 
   

→いずれも、就業を中止してください。 

 

※ 気象庁が発表する防災気象情報との関連は、最終ページを確認して 

 ください。 

名古屋市防災アプリ 



 

 
 

○ 気象庁が発表する防災気象情報と就業 

発表元 警報等の種類 就業の対応 

気象庁 

特別警報 

 

（８種類） 

ﾚﾍﾞﾙ5氾濫特別警報 

就業開始時間の２時間前以降に、名古屋市に

おいて発表された場合は、就業を中止 

ﾚﾍﾞﾙ5大雨特別警報 

ﾚﾍﾞﾙ5土砂災害特別警報 

ﾚﾍﾞﾙ5高潮特別警報 

暴 風 

暴風雪 

大 雪 

波 浪 

警 報 

 

（８種類） 

暴 風 就業開始時間の２時間前以降、尾張東部（名古

屋市含む）に発表された場合は、就業を中止 暴風雪 

ﾚﾍﾞﾙ3氾濫警報 

通常通り就業（ﾚﾍﾞﾙ3の警報については、名古

屋市が発令する「避難情報」に留意） 

ﾚﾍﾞﾙ3大雨警報 

ﾚﾍﾞﾙ3土砂災害警報 

ﾚﾍﾞﾙ3高潮警報 

大 雪 

波 浪 

※ ﾚﾍﾞﾙ4 危険警報については、上記警報のﾚﾍﾞﾙ3に準じた就業の対応 

 

○ 名古屋市が発令する避難情報（地域ごとの具体的な避難の呼びかけ）と就業 

発表元 警報等の種類 就業の対応 

名古屋市 

(避難情報) 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ５ 
緊急安全確保 

就業開始時間の２時間前以降に、会員の居住地ま

たは就業場所のある学区に発表された場合は、就

業を中止 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ４  
避難指示 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ３ 
高齢者等避難 

 
★ 用語解説 
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特別警報 
予想される現象が特に異常であるため、重大な災害が起こるお

それが著しく大きい旨を警告して行う予報。 

危険警報 
重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状態である旨を警

告して行う予報。 

警 報 
重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて

行う予報。 

避
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報
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警戒 

ﾚﾍﾞﾙ5 
緊急安全確保 

災害が発生または切迫し、避難場所への移動が危険な場合に、

少しでも安全な場所で身の安全を確保することを目的に名古

屋市が発令するもの。 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ4 
避難指示 

被害の危険が目前に切迫し、生命の危険がより高まったため、

避難を強くすすめるために発令するもの。 

名古屋市が、被害が発生するおそれが高いため、避難をすすめ

るために発令するもの。 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ3 
高齢者等避難 

名古屋市が、避難の準備をする心構えをするために発表するも

の。 

高齢者や障がいのある方が自主避難を開始する目安。災害のお

それあり。 

 

 


